
2025年 11月 28日 

 

吸 収 合 併 に 関 す る 事 前 開 示 事 項 

（会社法第 794条第１項及び会社法施行規則第 191条に定める書面） 

 

大阪市中央区備後町三丁目 2 番 6 号 

シ キ ボ ウ 株 式 会 社 

代表取締役社長執行役員 鈴木 睦人 

 

シキボウ株式会社（以下「存続会社」といいます。）は、株式会社マーメイド広海（以下

「消滅会社」といいます。）との間で 2025年 11月 27日に締結した吸収合併契約に基づき、

2026 年４月１日を効力発生日として、消滅会社を吸収合併（以下「本合併」といいます。）

することといたしました。 

本合併について、会社法（以下「法」といいます。）794条第１項および法施行規則（以下

「施行規則」といいます。）191条に定める事前開示事項は、次のとおりです。 

 

１．吸収合併契約の内容（法 794条第１項） 

 別紙１のとおりです。 

２．存続会社が本合併に際して消滅会社の株主に対してその株式に代わる金銭等を交付し

ないことの相当性に関する事項（施行規則 191条第１号） 

  完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません。 

３．消滅会社の新株予約権の対価の定めの相当性に関する事項（施行規則 191条第２号） 

  該当事項はありません。 

４．消滅会社に関する事項（施行規則 191条第３号） 

（１）最終事業年度に係る計算書類等 

 別紙２のとおりです。 

（２）最終事業年度の末日後の臨時計算書類等 

   該当事項はありません。 

（３）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社     

財産の状況に重要な影響を与える事象等 

 該当事項はありません。 

５．消滅会社が清算株式会社である場合の事項（施行規則 191条第４号） 

該当事項はありません。 

６．存続会社における最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担



その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象等（施行規則第 191条第５号） 

  存続会社は、2025年９月 28日開催の取締役会において、ユニチカ株式会社の連結子会

社であるユニチカトレーディング株式会社の衣料繊維事業のうち、ユニフォーム事業、寝

装品事業、プリント事業、シャツ事業、インナー事業、スポーツウェア事業及びその他、

ユニチカトレーディング株式会社の子会社である UNITIKA（BEIJING）TRAIDING CO.,LTD

（ユニチカ（北京）貿易有限公司）の衣料繊維事業及び産業資材事業の一部ならびに

UNITIKA TRADING VIETNAM CO.,LTD（ユニチカトレーディングベトナム）の全事業、およ

び PT.UNITIKA TRADING INDONESIA（ユニチカトレーディングインドネシア）の株式譲受

の契約を締結いたしました。なお、事業譲受等実行日（予定）は、2025 年 12 月 30 日と

しております。 

７．本合併後の存続会社の債務の履行の見込みに関する事項（施行規則第 191条第６号） 

本合併後の存続会社の資産の額は、負債の額を十分に上回る見込みです。また、

本合併後の存続会社の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、存続会社

の債務の履行に支障を及ぼすような事態は想定されておりません。 

したがって、存続会社の負担する債務については、本合併の効力発生日以降も履

行の見込みがあると判断しております。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 合併契約書 

合併契約書 
 
  シキボウ株式会社（以下「甲」という）と株式会社マーメイド広海（以下「乙」という）
は、次のとおり合併の契約（以下「本契約」という）を締結する。 
 
（合併） 
第 1 条 甲および乙は、本契約の定めに従い、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会
社とする吸収合併（以下｢本合併｣という。）を行う。本合併において甲は乙の権利および義
務の全部を継承し、乙は解散する。 
 
（商号および住所） 
第 2 条 本合併に係る当事会社の商号および住所は、それぞれ以下のとおりである。 
  甲 商号：シキボウ株式会社 

 住所：大阪市中央区備後町三丁目２番６号 
  乙 商号：株式会社マーメイド広海 

  住所：静岡県浜松市中央区湖東町 1970-1 
 
（対価） 
第 3 条 甲は、乙の発行済株式の全部を所有しているため、本合併に際して、乙の株主に対
する甲の株式またはこれに代わる金銭等の交付は行わない。 
 
（甲の資本金および準備金の額に関する事項） 
第 4 条 本合併により、甲の資本金および準備金の額は増加しない。 
 
（合併承認の株主総会） 
第 5 条 甲は、会社法第 796 条第 2 項の規定により、本契約に関する株主総会の承認を要
することなく本合併を行う。 
2 乙は、会社法第 784 条第 1 項の規定により、本契約に関する株主総会の承認を要するこ
となく本合併を行う。 
 
（合併の効力発生日） 
第 6 条 本合併がその効力を生ずる日（以下｢効力発生日｣という。）は、2026 年 4 月 1 日
とする。ただし、本合併の手続の進行に応じ必要があるときは、甲乙協議の上、これを合意
により変更することができる。 
 



  

 （会社財産の管理等） 
第 7 条 甲および乙は、本契約締結の日から効力発生日に至るまで、善良なる管理者の注
意をもってその業務の執行および財産の管理運営を行うものとし、その財産および権利義
務に重大な影響を及ぼすおそれのある事項については、あらかじめ相手方に報告し、その同
意を得てこれを行う。 
 
（合併条件の変更および契約の解除） 
第 8 条 甲および乙は、本契約締結日以降効力発生に至るまでの間に、甲または乙の財産
または経営状態に重大な変更が生じた場合、または本合併の実行に重大な支障となる事態
が生じ若しくは明らかとなった場合、もしくはその他本合併の目的の達成が著しく困難と
なった場合には、協議し合意の上、本契約の内容を変更し、または本契約を解除することが
できる。 
 
 （管轄） 
第 9 条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第
一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 
 
 （協議事項） 
第 10 条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものと
する。 
 
 以上の契約を証するため、本契約書の電磁的記録を作成し、甲および乙が合意の後電子署
名を施し、各自その電磁的記録を保管する。 
 
2025 年 11 月 27 日 
 

甲  大阪市中央区備後町三丁目２番６号 
  シキボウ株式会社 

    代表取締役 社⻑執行役員  鈴木 睦人 
 
乙  静岡県浜松市中央区湖東町 1970-1 
   株式会社マーメイド広海 
    代表取締役社⻑      末廣 勝彦 



別紙２ 消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等 

 
次ページ以降をご参照ください。 
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営業の概況

　

当第 １０２期 は、 Ａ 棟倉庫、 Ｂ 棟倉庫ともに㈱サ ンワネ ッツに、 Ｃ棟 倉庫につ

いて は㈱ホ ームロ ジスティク ス に引き 続き 賃貸す ること ができま した。

　

以上の こと から、２０２４年度 は年間 を通 して、 安 定 した賃貸契約 を継続す るこ

とができ、 営業収入は前年度と同様の ８０ 百万円 と なりま した。

　

ま た、 一 般管理費 は、 前年度 比 ２百万減の ２８百万円となり、 営業利益は、 前

年度比 ２百万増の ５１百万円となりま した。

　

経常利益は、 前年度比 ２ 百万増の

　

５５百万円となり、 税引き後の当期利益は、

前年度比 １ 百 万 増 の

　

３７百万円となりま した。

　

物流業 界 においては、「２０２４問題」 に対応 するため、 トラ ック の 「標 準的 な

運賃」 制度の拡充・徹底、 物流の効率化、 再配達削減に向けた取組み等に基づ

き対策を実施。 関係者による取組が成果を上げていることなどにより、 懸念さ

れた物 流 の深刻 な停滞 は発 生 しま せん で した。 一 方、２０３０年度 に は、 ドライ バ

ーの担 い 手不足が深刻 化する な どにより、 更なる 輸送力 不足が見込ま れる こと

から、 物流の効率化や人材確保の一層の取組強化が必要などとされています

（令和 ７年版交通政策白書）。

　

このよ う な状況の中、 当社 は設備、 資産 の適 宜適切 なメ ンテ ナ ンス による資

産価値の維持のため、 大規模修繕を計画し、 Ａ棟外壁 ３面の塗装を実施いたし

ま

　

し た。

　

次年度第 １０３期については、 Ａ棟外壁 １面・屋根・庇 塗装を 実施 し、 資産価

値の維持に努め、 引き続き賃貸相手先 ２社との現行契約を維持・継続すること

を第一義と し、 経営に努めて いき た いと 考えま す。

株主様には、 今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようよろしくお願い

申 し上 げま す。
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当期首残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５，３４４，４９０

当期末残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５，３４４，４９０

利

　　

益 剰

　　

余

　　

金

　

利

　　

益

　　

準

　　

備

　　

金

　　　

当期首残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１，４００，０００

当期末残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１，４００，０００

そ

　

の

　

他 利

　

益 剰

　

余

　

金

　

別

　　

途

　　

積

　　

立

　　

金

　

当期首残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１３０，０００，０００

当期末残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１３０，０００，０００

繰

　

越

　

利

　

益

　

剰

　

余

　

金

　

当期 首残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２９８，４５１，３８５

　　　　　　　　　　　　

当期変動額

　

剰余金の配当

　　　　　　　　　　　

‐２７６，０００，０００

当期純利 益

　　　　　　　　　　　　　

３７，０１１，０６９

当期 末残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５９，４６２，４５４

利

　

益

　

剰

　

余

　

金

　

合

　

計

　　　　　

当期首残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４３９，８５１，３８５

当期変動額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐２３８，９８８，９３１

当期末残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２００，８６２，４５４

株

　

主

　

資

　

本

　

合

　

計

　　　　　

当期首残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５０５，１９５，８７５

当期変動額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐２３８，９８８，９３１

当期 末残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２６６，２０６，９４４

純

　

資

　

産

　

の

　

部

　

合

　

計

　　　　　　　

当期首残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５０５，１９５，８７５

当期変動額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐２３８，９８８，９３１

当期末残 高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２６６，２０６，９４４



個別注記表

目２０２４年４月１日

　

至２０２５年３月３１日

１． 重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）固定資産の減価償却の方法

　

・有形固定資産

　　　

定率法を採用しています。ただし、 ２０１２（平成２４） 年４月１日以降取得した建物、

　　　

２０１６（平成２８）年４月１日以降取得した建物附属設備および構築物は定額法を採用し

　　

ています。

（２）その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

　

・消費税等の会計処理

　　

税抜方式を採用しています。

２．株主資本等変動計算書に関する注記
（１）当事業年度の末日における発行済株式の数

　　

普通株式

　　

１， ６００， ０００株

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以 上



監

　

査

　

報

　

告

　

書

私、 監査役は、２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日までの第１０２期事業年度における取締役

の職務執行を監査いたしました。 その方法および結果につき、 以下の通り報告いたします。

１． 監査の方法およびその内容

　

監査役は、 取締役および使用人等と意志疎通を図り、 情報の収集および監査の環境の整備に

努めるとともに、 取締役会およびその他重要な会議に出席し、 取締役および使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、
業務および財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報

告およびその附属明細書について検討いたしました。

　

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表） ならびにその附属明細書に

ついて検討いたしました。

２， 監査の結果

　

（１） 事業報告等の監査結果

　　

①

　

事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示して

　　　　

いるものと認めます。

　　

②

　

取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事

　　　　

実は認められません。

　

（２） 計算書類等の監査結果

　　

① 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、計算書類およびその附属明細書の記載と

　　　　

合致しているものと認めます。

　　

②

　

計算書類およびその附属明細書は、会社の財産および損益の状況をすべての重要な点に

　　　　

おいて適正に表示しているものと認めます。

２０２５年４月２５日

株式会社マーメイド広海

監査役 佐々 木 嘉久 ◎


